
議案第９２号 

 

   大田原市子育てプラザ館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の 

   制定の制定について 

 大田原市子育てプラザ館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を別紙のと

おり制定する。 

 

  平成２５年１２月９日提出 

 

大田原市長 津 久 井 富 雄   



大田原市子育てプラザ館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

大田原市子育てプラザ館の設置及び管理に関する条例（平成２０年条例第２９号）の一

部を次のように改正する。 

第３条中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号から第７号までを１号ずつ繰り上

げる。 

第４条中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号を第４号とする。 

第６条第２号中「及び大田原市一時保育センター」を削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、平成２５年１２月１５日から適用する。 


